
大村市議会だより

Ａ 
平
成
13
年
に
市
内
の
緑
化
関
係
団

体
や
国
・
県
・
市
の
メ
ン
バ
ー
で

構
成
す
る
「
さ
く
ら
の
街
お
お
む
ら
推

進
委
員
会
」
を
設
置
し
、
桜
の
苗
木
の

配
布
や
公
園
等
へ
の
桜
の
植
栽
を
進
め

て
き
た
。
現
在
、
市
内
の
公
共
施
設
を

中
心
に
約
１
万
３
，
０
０
０
本
の
桜
が

あ
る
が
、
こ
れ
を
２
倍
、
３
倍
に
広
げ

て
い
く
こ
と
が
現
実
的
な
課
題
で
あ
る
。

推
進
委
員
会
で
は
、
平
成
34
年
度
の
市

制
施
行
80
周
年
に
、
西
日
本
一
の
さ
く

ら
の
街
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

法
改
正
で
教
育
長
を
市
長
が

　
　
　
　

直
接
任
命
で
き
る
が

村
上　

信
行　

議
員

Ｑ 

新
教
育
委
員
会
制
度
に
お
い
て
、

市
長
が
教
育
長
を
任
命
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
教
育
問
題
に
関
す
る
権
限

は
、
従
来
ど
お
り
教
育
長
に
あ
る
と
思

う
が
ど
う
か
。
ま
た
、
市
長
の
部
下
と

は
な
ら
な
い
た
め
、
職
務
命
令
を
出
せ

な
い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

ま
た
、
市
長
は
、
総
合
教
育
会
議
で
教

育
大
綱
を
決
め
る
が
、
そ
の
内
容
は
「
目

標
や
根
本
と
な
る
方
針
」
で
あ
る
が
ど

う
か
。
ま
た
、
テ
ス
ト
の
成
績
公
表
や

土
曜
授
業
、
２
学
期
制
の
実
施
等
の
権

限
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
教
育
委

員
会
に
あ
る
が
ど
う
か
。

Ａ 

教
育
問
題
に
関
す
る
権
限
や
職
務

命
令
に
つ
い
て
は
、
新
教
育
委
員

会
制
度
に
お
い
て
も
、
教
育
の
政
治
的

中
立
性
を
確
保
し
、
市
長
か
ら
独
立
し

た
合
議
制
の
執
行
機
関
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。
ま
た
、
教
育
大
綱
に
つ
い

て
は
、
大
村
市
に
お
け
る
教
育
の
理
念

や
方
向
性
を
市
長
が
示
し
、
教
育
委
員

会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

教
育
委
員
会
が
管
理
執
行
を
行
う
。
ま

た
、
テ
ス
ト
の
成
績
公
表
等
の
権
限
に

つ
い
て
は
、
執
行
機
関
で
あ
る
教
育
委

員
会
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

新
教
育
委
員
会
制
度
に
つ
い
て

古
閑
森　

秀
幸　

議
員

Ｑ 

地
方
教
育
行
政
制
度
の
改
革
に
伴

う
教
育
委
員
会
制
度
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
制
度
と
の
大
き
な
変
更
点

及
び
改
革
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

Ａ 

今
回
の
教
育
委
員
会
制
度
の
改
革

に
よ
り
、
教
育
委
員
会
を
代
表
す

る
教
育
委
員
長
と
事
務
局
を
統
括
す
る

教
育
長
を
一
本
化
す
る
こ
と
で
、
責
任

体
制
の
明
確
化
と
、
教
育
長
が
教
育
委

員
会
の
代
表
者
と
な
る
こ
と
で
、
迅
速

な
危
機
管
理
体
制
が
構
築
さ
れ
る
と
と

も
に
、
教
育
委
員
会
の
よ
り
一
層
の
活

性
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

市
長
と
教
育
委
員
会
が
協
議
、
調
整
す

る
場
と
し
て
総
合
教
育
会
議
が
設
置
さ

れ
、
民
意
を
代
表
す
る
市
長
と
の
連
携

が
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
化
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

大
村
市
民
会
館
の

　
　
　
　
　
　

今
後
に
つ
い
て

山
口　

弘
宣　

議
員

Ｑ 

新
大
村
市
立
図
書
館
の
建
設
に
伴

い
、
大
村
市
民
会
館
の
取
り
壊
し

は
決
定
し
た
の
か
。
ま
た
、
今
後
の
利

用
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
新
た
な
文
化
ホ
ー

ル
の
建
設
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
見

解
で
あ
る
の
か
。
ま
た
、
新
図
書
館
及

び
周
辺
施
設
の
利
用
者
の
た
め
の
駐
車

場
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
立
体
駐
車

場
の
建
設
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
が
ど
う
か
。

Ａ 

市
民
会
館
に
つ
い
て
は
、
平
成
28

年
度
に
解
体
せ
ざ
る
を
得
な
い
と

考
え
て
お
り
、
利
用
に
つ
い
て
は
、
平

成
28
年
３
月
31
日
ま
で
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
新
た
な
文
化
ホ
ー
ル
の
建
設
に

つ
い
て
は
、
基
礎
調
査
と
し
て
都
市
の

規
模
な
ど
か
ら
適
正
な
施
設
規
模
等
を

分
析
す
る
内
容
で
取
り
ま
と
め
を
し
て

い
る
。
ま
た
、
立
体
駐
車
場
の
建
設
に

つ
い
て
は
、
平
面
駐
車
場
の
建
設
費
用

の
２
、３
倍
と
な
り
、
図
書
館
と
そ
の
周

辺
の
景
観
面
か
ら
も
平
面
駐
車
場
の
整

備
を
想
定
し
て
い
る
。

Ａ
Ｌ
Ｔ
導
入
の
評
価
に
つ
い
て

伊
川　

京
子　

議
員

Ｑ 

小
学
校
５
、６
年
生
に
必
修
化
さ
れ

て
い
る
外
国
語
活
動
に
つ
い
て
、

本
市
で
は
英
語
力
向
上
の
取
組
み
と
し

て
、
各
小
中
学
校
に
外
国
人
の
外
国
語

指
導
助
手
で
あ
る
Ａ
Ｌ
Ｔ
が
配
置
さ
れ

て
い
る
。
小
学
校
で
は
外
国
語
が
正
規

の
授
業
で
は
な
い
た
め
、
学
習
と
い
う

意
識
が
弱
い
と
い
う
課
題
が
あ
る
。
中

学
校
で
正
規
の
授
業
と
な
る
英
語
に
及

ぼ
す
影
響
や
効
果
な
ど
を
検
証
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

Ａ 

Ａ
Ｌ
Ｔ
の
効
果
の
検
証
に
つ
い
て

は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
実
施
し

て
い
な
い
が
、
児
童
生
徒
に
と
っ
て
は

英
語
を
話
す
こ
と
に
慣
れ
、
正
し
い
発

音
等
の
習
得
に
つ
な
が
る
だ
け
で
は
な

く
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
と
の
触
れ
合
い
を
通
じ
、

そ
の
国
の
文
化
等
を
学
ぶ
機
会
に
な
っ

て
い
る
と
学
校
か
ら
報
告
が
あ
っ
て
い

る
。
今
後
、
児
童
生
徒
の
英
語
学
習
の

興
味
や
関
心
を
高
め
る
た
め
、
授
業
を

改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る

の
で
、
検
証
に
取
り
組
み
た
い
。

教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
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